
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　一、　原判決を左の如く変更する。
　　　　　二、　被控訴人等は控訴人に対して各左記の物件につきその所有権が控
訴人に属することを確認し各左記の登記の抹消登記の申請をなすべし。
　　　　　（１）　被控訴人Ａは物件表１、２、乃至８、９、乃至１５、１６、１
７、１８、１９、の物件について昭和十二年五月十日に控訴人から被控訴人Ａへ売
つたものとして同月十五日に為された所有権移転登記。
　　　　　（２）　被控訴人Ｂは物件表２０乃至２４、２５、２６、２７、２８、
２９、３０乃至３２、３３、３４、３５、３６の物件について昭和十二年二月二十
七日に控訴人から被控訴人Ｂへ売つたものとして同年五月六日に為された所有権移
転登記。
　　　　　（３）　被控訴人Ｂ及Ｃは物件表３７乃至４２の物件及第五目録記載の
家屋について昭和十二年二月二十七日に控訴人から被控訴人Ｂ、及Ｃに売つたもの
として同年五月六日に為された所有権移転登記。
　　　　　（４）　被控訴人Ｄは物件表１６、１７の物件について昭和十五年十二
月二十五日に被控訴人ＡからＤへ売つたものとして昭和十六年二月十九日に為され
た所有権移転登記。
　　　　　（５）　被控訴人Ｅは物件表１９の物件について、昭和十五年十二月二
十五日に被控訴人ＡからＥへ売つたものとして昭和十六年二月十九日に為された所
有権移転登記。
　　　　　（６）　被控訴人Ｆは物件表３０乃至３２、３３、３４の物件について
昭和十四年十二月二十八日に被控訴人ＢからＦへ売つたものとして同月二十九日に
為された所有権移転登記。
　　　　　（７）　被控訴人Ｇは物件表３０乃至３２、３３、３４の物件について
昭和十六年八月二十日に被控訴人ＦからＧへ売つたものとして同月二十二日為され
た所有権移転登記。
　　　　　（８）　被控訴人Ｈは物件表３５、３６の物件について昭和十五年十一
月十五日に被控訴人ＢからＨに売つたもの　として同月十六日に為された所有権移
転登記。
　　　　　三、　左の被控訴人等は別紙物件表にある左の物件を夫々控訴人に引渡
すべし。
　　　　　（１）　Ａは１、２乃至８、９乃至１５、１８、
　　　　　（２）　Ｂは２０仍至２９
　　　　　（３）　Ｂ、Ｃは３７乃至４２及第五目録の家屋
　　　　　（４）　Ｄは１６、１７
　　　　　（５）　Ｅは１９、
　　　　　（６）　Ｇは３０乃至３２、３３、３４、
　　　　　（７）　Ｈは３５、３６
　　　　　四　、左の被控訴人等は控訴人に対し各別紙第八記載の金額の割合を以
て計算し左の如く支払うべし。
　　　　　（１）　Ａは物件表１、２乃至８、９乃至１５、１８に対する昭和十八
年十一月二十八日よりその引渡に至る迄の金額
　　　　　（２）　Ｂは物件表２０乃至２９に対する昭和十八年十一月二十八日よ
りその引渡に至る迄の金額
　　　　　（３）　Ｂ、Ｃは物件表３７仍至４２及第五目録記載の家屋に対するＢ
は昭和十八年十一月二十八日よりＣは昭和十八年十一月三十日よりその引渡に至る
迄の金額（但し昭和十八年十一月三十日以降は両名連帯して支払うこと）
　　　　　（４）　Ｄは物件表１６、１７に対する昭和十八年十一月二十八日より
その引渡に至る迄の金額
　　　　　（５）　Ｅは物件表１９に対する昭和十八年十一月二十八日よりその引
渡に至る迄の金額
　　　　　（６）　Ｇは物件表３０乃至３２、３３、３４に対する昭和十九年十月
三十日よりその引渡に至る迄の金額
　　　　　（７）　Ｈは物件表３５、３６に対する昭和十九年十月三十日よりその
引渡に至る迄の金額
　　　　　五、　控訴人その余の請求は棄却する。
　　　　　六、　訴訟費用は第一、二審を通して二分しその一を控訴人の負担とし
その余は被控訴人等の負担とす。



　　　　　　　　　事　　　　実
　控訴代理人は原判決を取消して左の内容の判決を求めた。
　一、　主文第二項同旨の所有権の確認。
　二、　主文第二項同旨の所有権移転登記の抹消登記の申請手続をなすこと。（但
し主文第二項（４）（５）の抹消登記は被控訴人Ａに対しても求む。同（６）
（８）の抹消登記は被控訴人Ｂに対しても求む。同（７）の抹消登記は被控訴人Ｆ
に対しても求む。）
　三、　主文第三項同旨の物件の引渡し。
　四、　被控訴人Ｂは控訴人に対し第六目録記載の家屋について伊那税務署備付の
家屋台帳を抹消する手続をなすこと。
　五、　被控訴人等に対し別紙第七金員請求に記載してある内容の金員の支払を命
ずること。
　控訴人はその請求原因として左の如く述べた。
　別紙物件表に記載する土地及別紙第五目録記載の家屋は孰れも控訴人の先代Ｋの
所有であつたが、Ｋは昭和十一年一月二十七日死亡し控訴人が家督相続をした結果
その所有権を取得したものである。ところが控訴人も控訴人の親権者であつた母Ｉ
も共に全く知らぬ間に右の物件は後段記載の如く被控訴人等の名義に所有権移転登
記が為されてある。以上の関係を先々代Ｊの当時に遡つて詳細に述べれば被控訴人
の先々代Ｊは明治三十九年十一月七日隠居したがＪは当時別紙物件表の内耕２、耕
９、分１６、２０乃至２４耕２５耕２６、２８、２９、耕３０、耕３５、３７乃至
３９、４１、４２以上二十筆を所有したが控訴人の父ＫはＪの隠居によつてこれを
相続した。その後Ｋは明治四十年二月二十五日物件表４０の宅地をＬから買求め同
月二十七日その所有移転登記を為し、更に明治四十五年五月二十六日物件表１の田
をＭから買求め同月二十八日その所有移転登記をした。そしてＫはその父Ｊの隠居
によつて相続した物件の内、物件表耕９、２４、耕２５、耕３０、３７、４１の六
筆は未登記であつたので明治四十年十一月二十二日自己の名義に保存登記を為し他
の十四筆は明治四十年十一月二十九日相続による所有権移転登記をした。又物件表
４１、４２の宅地に接続した４０の宅地を前記の如くＬから買求めて屋敷を拡張し
てその地上にあつた古い家屋を毀して明治四十年頃別紙第五目録記載の家屋の建築
にとりかかり、明治四十五年頃に完成して大正四年五月七日Ｋは自己の名義で保存
登記をした。Ｋは十五才の頃横浜に出て父Ｊが隠居した明治三十九年十一月頃には
東京ａ町で綿糸仲買業を営んで相当に暮しており、郷里の家政は母Ｎ（Ｊの妻）妹
Ｏに代行させ、新築家屋には自己の表札をかけ時々帰省して家計の締め括りをして
いたが、大正五年十一月妹Ｏが被控訴人Ａと結婚してからは（大正六年十一月十七
日入夫婚姻屈出）Ｏ夫婚に郷里の家政を代行させ、Ｋ所有の田畑山林などを無償で
使用収益させていた。そしてＫが東京で営業をしていた関係で父Ｊの存命中から郷
里の農業は妹Ｏの夫に承継させる予定になつて居りＫもこれを承知していたので、
大正六年十一月二十八日に別紙第三目録の一と第二目録の一に記載してある土地十
六筆を被控訴人Ａに贈与し翌七年一月二十五日登記したが、この贈与にはＡが財産
に危険を及ぼすような行為をした場合には取戻すと云う条件がつけられてあつたと
ころ、Ａは親族の債務を保証して差押を受けそうになつたのでＫは怒り贈与の際の
条件に従つて昭和十年七月十一日右十六筆全部を被控訴人ＡからＫに贈与させ、同
月十三日その所有権移転登記をした。斯様に別紙物件表の土地（第一目録の一、第
二目録の一、第三目録の一を合せたものが、物件表記載の土地全部である）及び第
五目録記載の家屋はＫの所有に属し控訴人が相続によつてこれを取得したものであ
るが、控訴人も親権者であつたＩも、相続登記は勿論何の登記をも申請したことも
なく、親族会の招集申請をしたこともないのに、土地家屋全部につき相続登記が出
来、控訴人の親権者ＩがＰに委任して申請があつたものとして左のような売買によ
る所有権移転登記が出来ている。
　イ、　別紙第三目録の一につき昭和十二年五月六日被控訴人Ａに売渡し同月十五
日登記。
　ロ、　別紙第二目録の一につき昭和十二年二月二十七日被控訴人Ｂに売渡し同年
五月六日登記。
　ハ、　別紙第一目録の一及別紙第五目録記載の家屋につき、昭和十二年二月二十
七日被控訴人Ｂ同Ｃに売渡し同年五月六日登記。
　次に第三目録の一記載の内、分１６は耕１６、耕１８、耕１９の三筆に分筆せら
れたのであるが、被控訴人Ａはこれを左の如く売渡し且登記をしている。
　ニ、　耕１６を昭和十五年十二月二十五日被控訴人Ｄに売渡し昭和十六年二月十



九日登記。
　ホ、　耕１９を右と同日に被控訴人Ｅに売渡し右と同日に登記。
　次に第二目録の一の内耕３０、耕３３、耕３５につき被控訴人Ｂはこれを左の如
く売渡し且登記をしている。
　へ、　耕３０、耕３３を昭和十四年十二月二十八日被控訴人Ｆに売渡し同月二十
九日登記。
　ト、　耕３５を昭和十五年十一月十五日被控訴人Ｈに売渡し同月十六日登記。
　被控訴人Ｆは更に左の如く売渡し登記をしている。
　チ、　耕３０、耕３３を昭和十六年八月二十日被控訴人Ｇに売渡し同月二十二日
登記。
　以上の次第であつて係争物件は控訴人の所有に属するところ被控訴人はその所有
権を争うから請求の趣旨に記載してあるように所有権の確認、各登記の抹消、物件
の引渡を求める。
　次に係争物件は控訴人先代Ｋが無償で被控訴人Ａに使用収益させていたものであ
るが、被控訴人等が擅に自己の名義に所有権取得登記をした時から不法占有になつ
たものであるからこの時以降賃料相当額の損害を賠償する義務がある中途で耕地整
理のあつた土地については従前の土地を、換地登記（昭和十八年六月八日）の前日
まで、換地を、換地登記の日から現在に至るまで、不法に占有していることにな
る。そして各物件の一ケ年の相当賃料額は物件表の下の欄及第五目銖の家屋の項に
記載してある通りであるからこれに則つて別紙第七の如き計算により金員の支払を
求める。又別紙第五目録の家屋と第六目録の家屋とは同一物件であるが被控訴人Ｂ
は別紙第六目録記載の家屋につき長野縣伊那税務署長に対し虚偽の申告を為し家屋
台帳を作成せしめたものであるからその抹消手続をすることを求めると述べ、尚被
控訴人等の取得時効完成したと云う抗弁に対してこれは時機に後れたものであるか
ら却下を求める。別紙第二目録の一、第三目録の一の土地合計十六筆は昭和十年七
月十一日被控訴人Ａから控訴人先代Ｋに贈与され向月十三日その所有権移転登記を
経たからとの贈与の日以後のＡの占有は所有の意思のない占有である。又別紙第一
目録の一の土地六筆と第五目　記載の家屋についてはこれ等の土地は控訴人の先代
Ｋがその父Ｊの隠居によつて相続し、物件表の宅地だけは明治四十年二月二十五日
にＬから買求め家屋を建築しこれを母Ｎ妹Ｏに管理させ大正五年十一月ＯＡ婚姻以
後は同人等に管理させ、無償で使用させておいたものであるから同人等の占有は権
原の性質上所有の意思を伴わぬものであると述べた。
　被控訴人等は本件控訴は棄却するとの判決を求め事実上の供述は原判決摘示の通
りであるから之を引用する。
　証拠として控訴人は甲第一号証の一乃至四十三、甲第二号証、甲第三号証の一、
二、甲第四号証、甲第五、六号証の各一、二、甲第七、第八号証、第九号証の一、
二、甲第十号証、甲第十一号証の一、二、三を提出し原審証人Ｏ、ＩＱ、Ｒ、Ｓ、
Ｔの供述原審における被控訴本人Ｂの供述、原審鑑定人Ｕの鑑定の結果（二回）当
審証人Ｉ、Ｖの供述を援用し乙第一号証の一は成立を認め、二は不知、乙第二号証
の一乃至十五、乙第三号証、乙第五号証の成立を認む。乙第四号証の一乃至四の
内、登記官吏作成部分の成立を認めその余の部分は不知と述べた、被控訴人等は乙
第一号証の一、二乙第二号証の一乃至十五、乙第三号証、乙第四号証の一乃至四、
乙第五号証を提出し、原審証人Ｏ、Ｗ、Ｐ及被控訴本人Ｃの供述を援用し甲第五、
第六号証の各一、二、甲第七第八号証は不知、その他の甲号各証の成立を認む（但
し甲第十一号証の一乃至三に付認否なし）と述べた。
　　　　　　　　　理　　　　由
　控訴人先代Ｋが昭和十一年一月二十七日死亡し控訴人が家督相続をしたことは当
事者間に争がない。控訴人は別紙物件表記載の土地（別紙第一目録の一、第二目録
の一、第三目録の一を合わせたもの）及別紙第五目録記載の家屋はＫの所有であつ
たところ控訴人が相続によつて取得した物件であると主張するので、先ず別紙第二
目録の一及第三目録の一の土地合計十六筆に付て按ずるに成立に争なき甲第一号証
の一乃至三十六と原審並当審の証人Ｉの証言によれば、右は控訴人の先々代Ｊの所
有であつたがＪの隠居によりＫが相続して之を取得したもので第三目録の一の内の
１だけがＫの代になつて明治四十年五月二十八日Ｍから買求めたものであることが
認められる。その後Ｋは右十六筆を大正六年十一月二十八日被控訴人Ａに贈与し大
正七年一月二十五日その登記をしたが、昭和十年七月十一日にこれを取戻し昭和十
年七月十三日被控訴人ＡよりＫに贈与による所有権移転登記をしたことは当事者間
に争がない。被控訴人等は右の如く昭和十年七月十三日Ｋ名義に戻したのはＡの財



産隠匿のために通謀の上やつたもので、昭和十年七月十五日Ａは再びＫからこれが
贈与をうけたが未だ登記をしないうちにＫは死亡したので、この土地は全部被控訴
人Ａのものであると主張するが、この点に関する原審に於ける被控訴本人Ｃの供述
乙第二号証の十一（Ａの調書）乙第二号証の十二（Ｃの調書）乙第二号証の十五
（Ｘの調書）の記載は措信しない。乙第一号証の一には「貴方の状態回復するか又
はＢ成年に達し相当と認むるとき更に無償にて貴方に贈与するものなり」とあつて
Ｋは一旦Ａから取戻したものの將来事情によつては再びＡに贈与する意存であつた
ことをうかがわれるけれ共この時贈与したものと認めることは出来ぬ他にこれを認
むべき証拠がない。然らば第二目録の一、第三目録の一の土地合計十六筆はＫ死亡
の当時全部Ｋの所有に属し控訴人は相続によつてこわを取得したものである。次に
物件表の内、別紙第一目録の一の土地及第五目録の家屋につき按ずるに成立に争な
き甲第一号証の三十七乃至四十三と原審及当審証人Ｉの証言によれば右第一目録の
一の土地はＫがその父Ｊの隠居によつて相続したもので４０だけがＫの代になつて
明治四十年二月二十五日Ｌから買求めた（同月二十七日登記）ものであるし第五目
録記載の家屋はＫが大正四年頃に建築したものであることが認められる。被控訴人
等は以上第一目録の一の土地と第五目録の家屋はＫの妹Ｏが事実上Ｙ家を相続する
こととなつていたので、大正五年Ａを入夫に迎うるにあたりＡ夫婦が（大正六年十
一月十七日入夫婚姻届出）Ｊ、Ｋ等より贈与をうけたものであると主張するけれど
も、原審証人Ｏ、被控訴本人Ｃ、Ｂの各供述乙第二号証の十一、十二の記載は措信
しない。他にこれを認めうべき証拠がない（もし右の物件についても贈与を受けた
ものとすれば当時第二目録の一、第三目録の一の土地についてはＫからＡに対して
前述の如く贈与による所有権移転登記をしたのであるからこれも共に登記するのが
当然と思われる）。然らば右第一目録の一の土地及第五目録の家屋もＫ死亡の当時
Ｋの所有に属し控訴人は相続によつてこれを取得したものである。被控訴人等は時
効を援用し大正七年一月二十五日より十年又は二十年を経過し取得時効完成してい
ると主張するが、別紙第二目録の一と第三目録の一の十六筆の土地は前段認定の如
く大正七年一月二十五日Ｋより被控訴人Ａに対し贈与による所有権移転登記を経て
名実共に被控訴人Ａの所有となり、その後Ａは昭和十年七月十三日これをＫ名義に
所有権移転登記をするまで所有主としてこれを占有していたもので、他人のものを
占有していた関係にたたないしその後は管理者として占有するもので、所有の意思
を以て占有するものでない。又別紙第一目録の一の土地と別紙第五目録の家屋につ
いてもその管理者としてこれを占有していたものと認むべきで、所有の意思を以て
占有していたものではないから（管理者として占有していたことに付ては後に認定
する）取得時効の主張は理由がない。ところが以上の物件につき控訴人主張の如く
被控訴人等に夫々所有権移転登記がなされていることは当事者間に争がなく原審並
に当審証人Ｉ、原審証人Ｐの供述によれば右は被控訴人Ｃが控訴人の親権者母Ｉの
印を預つていた頃これを冒用して親族会の招集申請書、買証書、委任状を作成して
被控訴人Ａと同道して司法書士Ｐに登記手続を依頼し、被控訴人Ａ、Ｂ、Ｃの名義
に移したもので控訴人も親権者であつたＩも共に関知しなかつたことが認められ
る。この点に関する原審に於ける被控訴人Ｃの供述乙第二号証の十一、十二の記載
は措信しない。他にこれを覆す証拠はない。然らば被控訴人Ａ、Ｂ、Ｃは本件物件
の所有権を取得することなく又被控訴人Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ等は孰れも無権利者で
ある被控訴人Ａ、Ｂ等より讓受けたものであるからこれも亦所有権を取得すること
はない。而して被控訴人等は控訴人の所有権を争うものであるから控訴人は被控訴
人等に対し所有権の確認を求める法律上の利益があるし、又違法の登記が現存する
限り主文第二項に記載した登記名義人に対しその登記の抹消を求むる控訴人の請求
は正当である（被控訴人Ａは主文第二項の（４）（５）に付Ｂは同（６）（８）に
付同Ｆは同（７）に付孰れも登記名義人でないからこの部分に関し同人等に登記の
抹消を求むる部分は棄却する）
　次に物件の引渡請求につき按ずるに本件物件が前段認定の如く控訴人の所有に属
するところ被控訴人等がそれぞれ控訴人主張の如く占有することは被控訴人等の明
かに争わざるところであるから之を自白したものと看做す。而して成立に争なき乙
第二号証の十一（Ａの調書、但し前記採用せざる部分を除く）原審証人Ｏ、Ｑ、原
審及当審証人Ｉの証言によれば控訴人先代Ｋは若年の頃に東京に出て綿糸問屋株式
現物店等を営み昭和十一年五十六才で死亡したが、郷里には妹Ｏに入夫Ａを迎へＡ
夫婦に家政を委ね本件不動産を無償で使用せしめていたこと、Ｋも郷里の家に調度
品を買求めて備付けたり盆暮には諸払のために帰郷していたことが認められるし、
Ａにあてた成立に争なき乙第五号証によれば実弟Ｃを援助するにはその使途を考え



た上で為せとか、Ａ夫婦、娘Ｂは自分に代つて郷里の家を守れと云う趣旨の指示を
与えている。以上の事実によるとＫは郷里を離れ東京で独立の生活を営んでいた関
係上、郷里の本件不動産は家産として所有し、Ａ夫婦に家政一切の処理を委ねその
対価として本件不動産を無償で使用収益することを許容していたものであるから、
Ａ夫婦はＫとの間の黙示の委任契約に基いて本件不動産の管理者としてこれを占有
して来たものと認める（ＢはＡの娘、ＣはＫ実弟であるからＡ<要旨>夫婦に本件不
動産の管理権がある限りＫは同人等の占有も許容していたものと認める）而して委
任契約は</要旨>本来委任者の死亡によつて終了するのであるが、右の如くＫが東京
に暮している関係上郷里の留守を託するために妹Ｏに入夫Ａを迎へ爾来三十余年に
及んでいるようか場合にはＡ夫婦の身分上の地位を信任して委任したものであるか
ら、Ｋの死亡によりて直ちに委任が終了したと見るべきでなく、相続人たる控訴人
が解約の告知をしたときに終了すると解するのが穏当でおる。ところがＫの家督相
続人たる控訴人が本訴を提起し被控訴人等に対して本件物件の引渡を求めている
が、とれは従来の委任関係を終了せしめんとする解約の告知と解することが出来
る。従て本件訴状の送達と共に従来の委任関係は終了し爾後、被控訴人Ａは管理者
として占有する正権原を失つたものであるし、延てＢ、Ｃの占有も正権原を失うに
至つたものである。故に被控訴人Ａ、Ｂ、Ｃ等に対しその占有する主文掲記の物件
の引渡を求むる控訴人の請求は正当である。又被控訴人、Ｄ、Ｅ、Ｇ、Ｈはこれを
占有する正権原あることの証拠がたいから右の被控訴人等に対してその占有する主
文掲記の物件の引渡を求むる控訴人の請求も亦正当である。
　次に控訴人の金員の請求に付判断する。先ず被控訴人Ａ、Ｂ、Ｃに対する請求に
付按ずるに同人等の占有が本件訴状の送達によつて正権原を失つたことは前段認定
の如くであるから被控訴人Ａ、Ｂは本件訴状送達の翌日たる昭和十八年十一月二十
八日より被控訴人Ｃは同昭和十八年十一月三十日より各その引渡に至るまで不法占
有者として控訴人に対しその蒙つた損害を支払わなければならない（但し物件表３
７乃至４２及別紙第五目録の家屋に付ては被控訴人Ｂ、Ｃは共同不法占有者として
昭和十八年十一月三十日以降は連帯して支払わなければならぬ）この点に付控訴人
は被控訴人等が擅に自己名義に所有権取得登記をした日から不法占有になつたと主
張するけれ共、従来の適法の占有は所有権取得登記が違法であるために不法（権原
のない占有のこと）に転ずる理由はないから右の主張は採用しない。而してその損
害金は原審鑑定人Ｕの鑑定の結果に徴し別紙第八に記載する金額を相当と認める
（但し物件表２２、２３、３７乃至４２に付ては控訴人の主張する範囲を越える鑑
定の結果は採用しない。又別紙第五目録の家屋に付ては鑑定がないがこれは控訴人
の主張する金額には被控訴人等に於て明かに争わないからこれを自白したものと与
なし控訴人の主張する金額による）
　次にその他の被控訴人等に対する請求に付按ずるに同被控訴人等は本件物件が控
訴人の所有であることを知つて讓り受けたとか当然これを知りうべかリしに讓受け
たと云う証拠はないからその占有が正権原に基かぬものであつても故意過失の責な
く、従つて控訴人はその所有権取得登記の時からの損害金を請求することは出来
ぬ。然し右の被控訴人等は本件訴状の送達によつて以上の事実は知りうべかリしも
のであるから同日以降は過失の責を負うべきものである。従つて被控訴人ＤＥは本
件訴状送達の翌日たる昭和十八年十一月二十八日より、又被控訴人Ｇ、Ｈは同昭和
十九年十月三十日より各その引渡に至るまで不法占有者として控訴人に対しその蒙
つた損害を支払わなければならぬ。而してその損害金は原審鑑定人Ｕの鑑定の結果
に徴し別紙第八に記載する金額を相当と認める（被控訴人Ｆは訴状送達後は占有し
ていないから同人に対する請求は全部棄却する）尚控訴人は被控訴人Ｂに対し別紙
第六目録の家屋に付伊那税務署備付の家屋台帳の抹消手続を求めているが、右の家
屋が家屋台帳に被控訴人Ｂの名義となつていることは甲第二号証で認められるが、
別紙第六目録の家屋と別紙第五目録の家屋が同一物件であることの証拠はないから
右の請求は排斥する。
　仍て控訴人の本訴請求中所有権の確認を求むる部分、主文記載の登記名義人に対
し各登記の抹消を求むる部分、物件引渡を求むる部分及金員請求の一部につきこれ
を認容し、その他を乗却し民事訴訟法第三百八十六条、第八十九条、第九十二条、
第九十三条第一項、第九十五条を適用して主文の如く判決する。
　（裁判長判事　大野璋五　判事　柳川昌勝　判事　浜田宗四郎）




